
・ ・

・ ・

)

  ※ 広島キリスト教社会館 公式SNSの掲載等について、下記のどちらかに必ず☑を入れてください。

社会館公式 Facebook に児童の活動写真等の掲載について

社会館公式 Instagram に児童の活動写真等の掲載について
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